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災害情報収集システムの全体的概況
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1｡ はじめに

豪雨，地震。津波や火山活動等による自然

災害に対処するためには，災害の予知や災占

情報の迅速な収集，処理，伝達により適切な

対策を実施し， 被害の軽減をμ|ることが極め

て重要である。特に，祁道府県や巾町村にお

いて，災害時における応急対策を効果的に進

めるためには，発災初期の段階における晢 報

収集の手段を確立しておくことが必要不11f欠

である。このような立場から，近年高度に発

達した情報処理技術，迦信システム技術を収

入れた，様々な災害情報収集システムの洲発

が行われ。運用に移されつつある。

ここでは，このようなシステムの開発状況

について概観する。，

2｡ 災害情報収集システムの概要

自然災宵として種々のものが考えられるが

ここでは，川豪雨や暴風雨によってひき起こ

ステ ム の ２つ の 部 分 シ ステ ム か ら 構 成 さ れる

と 考え ら れる 。 災害 情 報 収 集 シ ステ ム は， 吏

に， 災 害の 発生 やそ のf 測 に 結 び 付 くデ ー タ

を採 ら える デ ー タ収 集 部， 収 集 デ ー タ をデ ー

タ処理 部 に 伝達 する デ ー タ伝 達 部 ， 集 まっ た

デ ー タを応 急 対 策上 の 判 断 材 料 に す る ため の

デ ー タ処理 部 から 構 成 さ れる｡にｰ｡'ﾉ』'， 楠 報 伝

達 シ ステ ム は， 処 理 さ れ た デ ー タか ら の 判断

に も とづ い て 出 さ れ た 驚=報や 避 雌 命 令 等 をflﾐ

民 や関 係 機関 に伝 辻 する た め の1111 t11伝 達 網 で

あ る 。

‥ 般 に， 情 報収 集 シ ステ ムが 各災占 に対 応

し て 佃 別 に 作ら れる の に 対 し て ， 災 害 時 に お

け る耐 久性 に は十 分 考慮 を す る 必 要は あ る も

の の， 帖 報 伝達 シ ステ ム は 各 災 害 共通 に使 川

で きる こ と が 多い 。

本 橋で は， 以 下，申 一郎 の 各災 害 に 対 する

災 害愉 報収 集 シ ス テ ム の 開 発 状 況 に つ い て 順

に みて い くこ と に し よ う。

される洪水，上石流や崖崩れ凵2) 地震や地震　　3. 風水害に対する災害情報収集システム

によってひき起こされる火災や津波,(3)高潮，

山雪，及び(5)火山活動による災害に対する

災害情報システムについて扱う。

このような災害に対処するための災害･lj7報

システムは,各災害に応じて詳細は咒なるが，

人きくは災富楠報収集システムと情報伝達 シ

風水害は集中豪|=ljや台風等によってひき起

こされるので。気象状況の把握が防災上極め

て弔:要なのはいうまでもない。気象現象は地

球的規模のものから，j.J地的なものまで ス

ケールが様々であるが，互いに密接に関連し

ているので全般にわたり把握する必 要があ

心
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る 。

3.1 世界，日本全国的規模の気象情報収集

.システム

地球的規模の気象状況の観測については，

国連の専門機関の１つとして，世界気象観測

機関（ＷＭＯ）が設置され，気象観測の国際

協力を目的に世界気象監視計画（ＷＷＷ）を

推進中である。これにより，世界気象観測網

は整備されつつあり，日本も1953年からWM

Ｏに加盟し，静止気象衛星ひまわりシリーズ

（現在３号）等により,全球観測組織に加わっ

て，重要な役割を果たしている。ひまわりは

地球画像の撮影やファクシミリ信号の形での

気象資料の中継，提供サービス等を行ってい

る。 また，気象庁では，観測資料の収集，処

理，編集，配布を迅速かつ効果的に行うため

に, 1969 年より気象資料自動編集装置（ＡＤ

ESS) を導入し，国際協力に活用してい

る（l）j2）。

一方，日本における全国的規模の代表的地

上気象観測システムとして，気象庁のアメダ

ス(AMEeDAS　:　Automated Meterological

Data Acquisition System) がある。これは，

全国約1,300 箇所の地上気象観測装 置や口

ボット気象計，雨量計等からの観測データを

電話回線等を利用してアメダスセンターに集

哲し，処理，編集をおこなった後，全国の気

象竹署等に電話網, 特定通信回線, D  D X (パ

ケット）網を通して配信するシステムである。

全国各地の約60 の予報担当官署では，アメダ

スからの情報を活用することにより，予報や

警報が迅速に出せるようになり，防災に大き

な効果を発揮している（3）。

を目的に，河川流域に関する情報の収集，処

理，提供を行う予定である。収集する情報と

しては，レーダ雨量計等を利用して収集する

爾量，河川の水位，水質等で，地点出水状況，

水位状況図，爾域の移動等の実況情報等を提

供する予定である。情報は電話，ファクシミ

リ，データ端末，ビデオテックス等の端末か

らの要求により提供することを原Uljとし，必

要に応じてテレビ，ラジオ等 を迦じて放送す

ることも予定している。この際，情報提供は

有料となる。

3.2　 都道府県，市町村における洪水等災害

情報収集システム

レーダ，アメダス，気象衛星等により気象

実況監視手段は非常に発達してきたが。これ

らだけでは，洪水等の予知には，不十分であ

り,市町村で独111に爾雌計や水位計を設置し，

洪水予知に活用している所が多い。

東京都では，建設省のレーダ爾量計（赤城

山レーダ，三つ峠レーダ），独自の雨量計や

河川水位計等の情報をＮＴＴ回線や専用線で

収集し，収集した情報を雨量・水位等情報処

理システムや被害情報等処理システム等で処

理する災害情報システムを構築，運用してい

る。このシステムについては，本特集で別に

詳しく紹介されるので,それを参照されたい。

また。テレトピア構想で，四口市市や高知

市等がＩＮＳやニューメディア等を利用した

治水対策の高度化を行っていく構想を発表し

ている。

3.3　土石流に対する災害情報収集システム

建設省は昭和59年度より，総合土石流対策

モデル事業を実施し，この中で，昭和59年度

また，建設省では,.河川情報センターを今　　には，桜島，中津`川，六叩及び松本に，昭和

秋設立し，水防災，河川管理に資すること等　　60 年度には，札帆，［|光及び富士宮に土石流

－ ４ －
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発生監視システムを導入することとなった。

また，長崎県では，||肘1158年度より。市町

村に袖助金を出し，県内に上石流警報システ

ムを約30 基設置している。

吏に，島根県等も類似のシステムを導入し

ている。

これらのシステムのうち，長崎市のものに

ついては，本特集に詳細な紹介があるので，

それを参考にしていただきたい。

土石流に関する情報を収集するために，音

センサ，歪計，伸縮計等の新しいセンサの開

発も進められているが，現状では，レーダ爾

氣 汁や地上雨l:IU汁による雨量強度や累積雨量

等の降雨パターンの監視を行うだけのものが

多い。尚，桜島では土石流警報検知線が設置

されている。

このようにして集められたデータにより驚

成・避難体制等が収られるわけであるが。そ

の判断基準としては，過去の降雨一被害デー

タ等により決められた災害発生基準雨量等が

用いられることが多い。桜島では，基準雨量

に避難雨量，驚戒雨量，準備雨量等の段階を

設定している。

また。土砂災害も多様であり，六甲山系の

総合土石流対策モデ･ﾚ事業では，急傾斜地に

おける山，雌崩れも含めた総合対策‘･1'が,桜

鳥では火|||噴火による土石流の監視を重要な

柱とする総合対策が取られている。

以上の様な総合土石流対策により大きな成

果を挙げていることが，報告されている‘5)。

とかある。前者は，1978年の大規模地震対策

特別措置法の成立で実用化に向けて進みだし

た。現在のところ，日本では東海地震に対す

るものが実用的システムとして，もっとも進

んでいる。これは，銚子から潮岬にいたる海

岸線を中心に設置された微少地震計，歪計，

傾斜計，伸縮計，地下水計，検潮計等の観測

データをオンラインで気象庁が監視し，これ

に異常が認められた場介，地震学者等よりな

る判定会が招集され，これが地麗発生の前兆

か否か判断する，というものであるい6 ）

地震による火災に対するシステムとして

は，束京都や郵政省に構想はあるが，実用化

されたシステムはまだない。ヘリコプタから

伝送された映像データをもとに火災を発見す

る方式が消防庁で開発されている。 また，航

空機からセンサで火災を発見する方式も研究

されている。一方，これらの火災情報をもと

に，どのように火災が広がるかを予測するた

めの延焼シミュレータの開発がされている。

津波は，多くの場合，地震によってひき起

こされる。気象庁ではＡＤＥＳＳのシステム

等を利用して，地震の観測データを常時監視

しており，震源と規模を計算して，震源が海

域で，一定の規模以上の地震であれば，津波

注意報，警報等を発令する。最近では，日本

海中部地皮の際の教訓等により，現地におけ

る津波監視体制の強化のため，津波計を設置

することが岩手県等で検討されている。

5. その他の自然災害に対する災害情報シス

4. 地震に対する災害情報収集システム　　　　　 テム

地震に対する災弁情報収集システムとして　　5.1　 高潮対策システム

は，地震自体の予知をする目的のものと，火　　　 東京湾や大阪湾等では，湾と湾に接続する

哭，津波等地震による２次災害に対するもの　　 河川の河口での潮位を常に監視し，高潮や津

－ ５ －



波の時には自動的に防潮門を閉じる高潮対 策

システムが実川化されている。　　　　　　　　　　参考文献

5.2　雪や雪崩に対する防災情報収集システ　　田　 堀川　康，原田　実，上目二|真也： 気̈象

ム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　術鳩システム”，電子通信学会誌　Vol.68

雪崩の予知には。 人きく分けて，いつ発生　　　No.7  (1985.7) p.750

するかという時間的予知とどこで発生しどこ　 （2） 一条弘之，関　英夫：“気象情報の国際

に到達するかという空間的予知の２通りがあ　　　|爲力 通信 シ ステ ム”， 電 予 通信学 会誌

る。現時点では，積雪量，気温，日照，降雨　　　Vol.68　No.7  (1985.7) p.726

等の気象条件から経験的に雪崩の発生を予知　 （3） 益子質，寺岡正雄：“気象観測データ処

する方法と斜而積当の滑動を検知して予知を　　　 理と 迦信 シ ステ ム”， 電 子 迦信 学 会誌

行う方法とがある。　　　　　　　　　　　　　　　　Vol.68　No.7 (1985.7) p.730

また，酒田市では，|司市のニューメディア　　圃　浦正之：“六甲山系の総合土石流対策モ

コミュニテイ枇恕の中に?’1国防災気象情報シ　　　 デル事業¨，砂防と治水　 第48号(1985.1)

ステムを糾み入れる予定である。　　　　　　 （5） 古賀省三，古賀康之:“桜島の総合土石流

5.3　 火山情報　　　　　　　　　　　　　　　　　 対策モデ ル事業”， 砂防と治水　第48 号

気象庁では，1965年以降，定期火山情拔や　　　(1985.1)

臨時火山情報等の火山情報を発衣している。　　㈲　富永英義：“自治体における防災システ

また，火|］」|叭火予知の実用化に向けて1974年　　　 ム’I， 電 子 迦 信 学 会 誌　Vol.68　N0.7

から，火山噴火予知計画が進められている。　　　　(1985.7) p.766

‘7’また，桜鳥等で，火|||活動による土石流に　 （7） 吉井博明：“ニューメディアが可能とす

対する災害情報システムが総合土石流対策の　　　 る地域情報サービス ，地域高度情 報時代

一環として実用化されているのは，前に述べ　　　 への 対応資 料集 第２集　東京 工業大 学

た通りである。　　　　　　　　　　　　　　　　　（株) S D  C

6｡ むすぴ

以上，防災楠=悵収集システムの開発状況の

一端について紹介してきた。もとより，不完

全，不正確な点が多々あることと思われるの

でお許し願いたい。

本稿を作成するに１り，未来工学研究所の

未公開資料を参照させて頂いた。ここに深謝

する次第である。
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